
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

五

九

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
五
九
号

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
日
付
の
な
い
請
求
書
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
日
付
の
な
い
請
求
書
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
十
三
年
度
前
期
及
び
後
期
の
請
求
書
（
以
下
「
請
求
書
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
添
付
さ
れ
た
同
年

度
前
期
及
び
後
期
の
企
画
運
営
費
の
内
訳
を
示
し
た
表
に
つ
い
て
は
、
請
負
業
者
が
作
成
し
た
も
の
と
確
認
し
て
い
る
。
こ

の
外
の
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
請
求
書
を
内
閣
府
が
受
け
取
っ
た
日
付
、
経
緯
等
に
つ
い
て
の
記
録
が
な
く
、
ま
た
、

当
時
の
担
当
者
に
対
し
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
事
実
関
係
に
つ
い
て
定
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
度
前
期
及
び
後
期
の
契
約
書
（
以
下
「
契
約
書
」
と
い
う
。
）
第
四
条
は
、
本
請
負
契
約
に
よ
り
生
ず
る
債

権
の
譲
渡
及
び
債
務
の
承
継
を
禁
止
し
て
い
る
条
項
で
あ
り
、
「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
の
運
営
業
務
の
履
行
に
当
た
っ

て
業
務
の
再
委
託
を
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

一



契
約
書
第
六
条
で
は
、
請
負
業
者
は
「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
の
運
営
業
務
が
終
了
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
に
運
営
業

務
の
結
果
を
報
告
し
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
内
閣
府
は
同
条
に
基
づ
き
、
運
営
業
務
の
報
告
を

受
け
て
検
査
を
行
っ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
契
約
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
日
付
は
、
前
期
に
つ
い
て
は
平
成
十
三
年
五
月
二
十
三
日
付
け
、
後
期
に
つ
い
て

は
同
年
八
月
一
日
付
け
で
あ
る
。
契
約
書
が
実
際
に
作
成
さ
れ
た
日
付
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
調

査
委
員
会
が
本
年
十
二
月
十
三
日
に
公
表
し
た
調
査
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
と

お
り
、
「
さ
か
の
ぼ
り
契
約
」
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
が
、
契
約
書
を
作
成
し
た
経
緯
等
に
つ
い
て
の
記
録
が
な

く
、
ま
た
、
当
時
の
担
当
者
に
対
し
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
が
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
定
か
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
十
三
年
度
前
期
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
四
月
十
日
に
三
億
八
千
六
百
四
十
七
万
三
千
二
百
十

七
円
を
、
同
年
度
後
期
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
十
五
日
に
五
億
五
千
二
百
八
十
万
二
千
九
百
四
十
三
円
を
そ
れ
ぞ
れ

行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



八
に
つ
い
て

広
告
に
つ
い
て
は
、
開
催
地
や
開
催
テ
ー
マ
に
応
じ
て
、
新
聞
広
告
、
新
聞
折
込
み
、
交
通
広
告
等
様
々
な
方
法
に
よ
り

実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
契
約
方
法
は
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
、
新
聞
広
告
に
つ
い
て
は
、
一
般
競
争
入
札

に
よ
る
契
約
を
行
っ
た
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
も
の
、
少
額
で
あ
る
も
の
等
に
つ
い
て
随
意
契
約
を
行
っ

た
も
の
が
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
予
定
価
格
及
び
落
札
率
に
つ
い
て
は
、
他
の
契
約
の
予
定
価
格
を
類
推
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公

表
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
落
札
業
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
前
期
及
び
平
成

十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
は
株
式
会
社
朝
日
広
告
社
、
平
成
十
四
年
度
後
期
及
び
平
成
十
五
年
度
は
株
式
会
社
電

通
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

法
務
省
と
し
て
は
、
調
査
委
員
会
の
調
査
に
協
力
す
る
過
程
で
、
自
ら
に
お
い
て
も
、
資
料
の
有
無
の
精
査
及
び
事
実
関

係
の
把
握
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
法
務
省
と
し
て
は
、
司
法
制
度
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て

三



国
民
の
声
が
十
分
に
聞
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
抱
か
れ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
り
、
今
後
は
、

こ
の
よ
う
な
事
案
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
そ
の
た
め
、
法
務
大
臣
は
、
閣
僚
給
与
の
二
か
月
分
を
自

主
的
に
返
納
す
る
こ
と
と
し
、
当
時
の
刑
事
局
長
及
び
当
時
の
官
房
長
で
あ
る
現
法
務
事
務
次
官
及
び
現
刑
事
局
長
を
そ
れ

ぞ
れ
厳
重
注
意
処
分
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

全
七
回
の
司
法
制
度
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
業
務
上
必
要
の
あ
る
法
務
省
の
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
三
人
、

十
六
人
、
四
十
二
人
、
二
十
八
人
、
三
十
五
人
、
二
十
七
人
及
び
二
十
九
人
出
席
し
て
い
た
ほ
か
、
テ
ー
マ
に
関
心
の
あ
る

職
員
が
自
主
的
に
そ
れ
ぞ
れ
六
人
、
二
十
五
人
、
十
一
人
、
七
人
、
八
十
人
、
四
十
六
人
及
び
五
十
五
人
参
加
し
て
い
た
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
七
回
中
六
回
の
司
法
制
度
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
法
務
省
の
職
員
が
、

そ
の
知
人
等
に
発
言
及
び
発
言
内
容
を
依
頼
し
て
い
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

内
閣
府
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
報
告
書
の
公
表
を
も
っ
て
一
応
の
区
切
り
と
し
て

い
る
が
、
一
般
か
ら
の
情
報
提
供
等
、
新
た
に
判
明
し
た
事
実
が
あ
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

四



る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
請
求
書
も
含
め
て
平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
契
約
に
関
し
て
は
、
報
告
書
の
「
契
約
内
容
に
関
す
る

問
題
点
」
、
「
「
さ
か
の
ぼ
り
契
約
」
の
問
題
」
等
に
お
い
て
調
査
結
果
に
基
づ
き
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


